
規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

十
四
条
第
一
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
異
る
」
を
「
異
な
る
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

委
託
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
庁
舎
、
公
園
、
道
路
及
び
河
川
の
維
持
管
理
、
測

量
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
一

時
保
護
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
並
び

に
健
康
診
査
に
係
る
も
の
、
第
六
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
費
に
係
る
も
の
並
び

に
第
百
三
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

第
十
四
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五

項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
第
三
号
の
委
託
に
係
る
執
行
伺
書
に
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

 
 

イ 

目
的 

 
 

ロ 

執
行
予
定
額 

 
 

ハ 

執
行
予
定
額
算
定
の
根
拠 

 
 

ニ 

代
金
支
払
の
方
法
及
び
時
期 

 

二 

 
 

イ 

一
般
競
争
入
札
執
行
公
告
案
（
指
名
競
争
入
札
の
場
合
は
、
業
者
選
定
案
及
び
入
札
通

知
案
） 

 
 

ロ 

契
約
書
案
（
契
約
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
契
約
書
案
） 

第
六
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
削
る
。 

第
二
百
九
条
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

７ 

機
関
の
長
は
、
毎
会
計
年
度
四
月
一
日
現
在
の
当
該
機
関
に
属
す
る
出
納
員
、
分
任
出
納
員

（
県
営
競
技
事
務
所
の
分
任
出
納
員
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
分
任
出
納
員
に
限
る
。
）

及
び
経
理
員
に
つ
い
て
、
会
計
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



第
二
百
九
条
第
八
項
を
削
る
。 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



 
 

 
 

                                
 

執
行

伺
の

決
裁

及
び

合
議

区
分

 
 

決
裁
及
び
 

 
 
 
合
議
区
分
 

行
為
区
分
 

決
 
裁
 
区
 
分
 

合
 
議
 
区
 
分
 

知
 
事
 

部
 
長
 

副
部
長
 

課
長
及
び
所
長
 

企
画
財
政
部
長
 

財
政
課
長
 

１
 
 

 
第
14条

第
１
項
第
１
号
に
 

 
規
定
す
る
建
設
工
事
の
起
 

 
工
（
契
約
変
更
を
含
む
。
） 

 ５
億
円
以
上
 

 ３
億
円
以
上
 

５
億
円
未
満
 

 

 １
億
5,000

万
円

以
上
 

３
億
円
未
満
 

 １
億
5,000

万
円

未
満
 

３
億
円
以
上
 

契
約
変
更
額
が
当
初
契

約
金
額
の
５
％
以
上
と

な
る
場
合
又
は
契
約
変

更
額
の
累
計
額
が
当
初

契
約
金
額
の
５
％
以
上

と
な
る
場
合
を
含
む
。
 

 

２
 
 

 
第
14条

第
１
項
第
２
号
に
 

 
規
定
す
る
建
設
工
事
に
係
 

 
る
設
計
、
調
査
、
測
量
又
 

 
は
監
理
の
委
託
 

 １
億
円
以
上
 

 5,000
万
円
以
上
 

１
億
円
未
満
 

 1,500
万
円
以
上
 

5,000
万
円
未
満
 

 1,500
万
円
未
満
 

 5,000
万
円
以
上
 

 

３
 
 

 
第
14条

第
１
項
第
３
号
に
 

 
規
定
す
る
委
託
（
契
約
変
 

 
更
を
含
む
。
）
 

 

 1,000
万
円
以
上
 

 500
万
円
以
上
 

1,000
万
円
未
満
 

 500
万
円
未
満
 

 5,000
万
円
以
上
 

 2,000
万
円
以
上
 

４
 

 
第

14
条
第
１
項
第
４
号
に
 

 
規
定
す
る
公
有
財
産
の
買
 

 
入
れ
 

7,000
万
円
以
上
 

  土
地
に
つ
い
て
は
7,000

万
円
以
上
で
面
積
20,000

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
 

6,000万
円
以
上
 

7,000万
円
未
満
 

 土
地
に
つ
い
て
は
6,000

万
円
以
上
7,000万

円
未

満
で
面
積
20,000平

方
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
及
び

7,000万
円
以
上
で
面
積

20,000平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の
 

5,000万
円
以
上
 

6,000
万
円
未
満
 

 土
地
に
つ
い
て
は
5,000

万
円
以
上
6,000万

円
未

満
で
面
積
20,000平

方
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
及
び

6,000万
円
以
上
7,000万

円
未
満
で
面
積
20,000平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

5,000
万
円
未
満
 

  土
地
に
つ
い
て
は
5,000

万
円
未
満
の
も
の
及
び

5,000
万
円
以
上
6,000

万
円
未
満
で
面
積
20,000

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の
 

7,000
万
円
以
上
 

  土
地
に
つ
い
て
は
7,000

万
円
以
上
で
面
積
20,000

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
 

 

５
 
４
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、用

地
事
業
特
別
会
計
に
係
る
公
有
財
産
の
買
入
れ
及
び
土
地
開
発
公
社
に
対
し
て
公
有
財
産
の
買
入
れ
を
委
託
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

部
長
の
決
裁
を
受
け
、
企
画
財
政
部
長
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
歳
出
予
算
執
行
計
画
書
と
異
な
る
執
行
（
予
算
の
流
用
及
び
予
備
費
充
当
を
除
く
。
）
に
係
る
伺
書
は
、
執
行
し
よ
う
と
す
る
科
目
に
応
じ
て
、
別
表
第
２
に
定
め

る
区
分
に
従
い
決
裁
し
、
財
政
課
長
及
び
企
画
財
政
部
長
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 
重
要
、
異
例
そ
の
他
特
殊
な
執
行
に
係
る
伺
書
（
物
品
の
買
入
れ
（
製
造
の
請
負
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
執
行
予
定
額
が
7,000万

円
以
上
の
伺
書
）
は
、
財
政

課
長
及
び
企
画
財
政
部
長
に
合
議
の
上
、
知
事
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
 
１
及
び
４
の
区
分
の
う
ち
議
会
の
議
決
を
要
す
る
も
の
並
び
に
７
に
規
定
す
る
伺
書
は
、
会
計
管
理
者
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

９
 
３
の
区
分
の
う
ち
500万

円
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
出
納
総
務
課
長
又
は
地
域
出
納
員
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

10 
１
及
び
３
の
区
分
の
う
ち
契
約
変
更
に
係
る
決
裁
及
び
合
議
に
つ
い
て
は
、
減
額
変
更
の
場
合
は
減
額
前
の
契
約
金
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
増
額
変
更
の
場
合
は
増

額
後
の
契
約
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

11 
こ
の
表
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
で
定
め
る
長
期
継
続
契
約
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
決
裁
及
び
合
議
区
分
に
掲
げ
る
額
を
、
当
該
契
約
の
契
約
年
数
を
乗

じ
た
額
に
読
み
替
え
て
こ
の
表
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

12 
副
部
長
が
置
か
れ
て
い
な
い
埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
に
基
づ
く
本
庁
、
教
育
局
、
人
事
委
員
会
事
務
局
、
労
働
委
員
会
事
務
局
及
び
監
査
事
務
局
に
つ
い
て
は
、「

副

部
長
」
と
あ
る
の
は
「
部
長
」
と
読
み
替
え
て
こ
の
表
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

別
表
第
１
（
第
１
４
条
関
係
）

 



別
表
第
二
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

      

別
表
第
二
第
十
三
項
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
十
四
条
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
度
の
予
算
の
執

行
に
係
る
も
の
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
九
年
度
の
予
算
の
執
行
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

       

１
億
円

 
１
億

5
,
0
0
0
万
円

 

1
1
 

委託料
 

 
う

ち
、

第
6
0
条

 
 
第

１
項

第
２

号
 

 
に

規
定

す
る

経
 

 
費

の
場

合
 

そ
の

他
 

建
設

工
事

に
係

る
設

計
、

調
査

及
び

監
理

、
庁

舎
、

公
園

、
道

路
及

び
河

川
の

維
持

管
理

並
び

に
測

量
 

   

 1
,
0
0
0

万
円

以
上

 

5
,
0
0
0
万

円
以

上
 

 5
0
0

万
円

以
上

 
1
,
0
0
0

万
円

未
満

 

1
,
5
0
0
万

円
以

上
 

5
,
0
0
0
万

円
未

満
 

○
 

5
0
0

万
円

未
満

 

1
,
5
0
0
万

円
未

満
 

○
 

5
0
0

万
円

未
満

 

1
,
5
0
0
万

円
未

満
 

◎
 

△
 

 
児

童
一

時
保

護
委

託
料

、
 

 
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
 

 
委

託
料

及
び

健
康

診
査

委
 

 
託

料
 

◎
 

△
 

   

   

  7
,
0
0
0
万

円
以

上
 

  1
,
5
0
0
万

円
以

上
 

 


